
ＮＯ．２１０     勝どき東地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

都市計画道路
放射第３４号線

別に都市計画におい
て定めるとおり

別に都市計画におい
て定めるとおり ―

都市計画道路
環状第３号線

別に都市計画におい
て定めるとおり

別に都市計画におい
て定めるとおり ―

特別区道　中月
第８０６号線

１２．０m～
２２．０m

約２７０m ―

特別区道　中月
第８５６号線

１０．９m～
１２．０m

約２２０m ―

特別区道　中月
第８３２号線

１２．０m 約１１０m ―

区画道路２号 ４．０m 約３４０m ―

A1 ― ― １９５m ―

A2 ― ― １６５m ―

A3 ― ― １８m ―

B ― ― １０６m ―

建築面積

A1 約４，１４０㎡ 約１７８，８００㎡ (約１２８，２００㎡)

A2 約４，４９０㎡ 約１３０，８００㎡ (約１０１，７００㎡)

A3 約４５０㎡ 約１，２００㎡ (約１，０００㎡)

B 約２，０５０㎡ 約５１，０００㎡ (約３７，４００㎡)

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

約３，０２０戸 約２３０，０００㎡

主要用途

住宅、公共公益施設

住宅、商業、業務、
公共公益施設

公共公益施設

住宅、商業、
公共公益施設

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

２　都市計画の内容

勝どき東地区第一種市街地再開発事業 約３．７ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

整備済

整備済
一部地下部分に勝どき駅に接続する地

下連絡通路を整備する。

拡幅
一部地下部分に勝どき駅に接続する地

下連絡通路を整備する。

一部拡幅
一部地下部分に勝どき駅に接続する地

下連絡通路を整備する。

拡幅

新設

(かちどきひがし)

１　計画の概要

中央区勝どき二丁目及び勝どき四丁目各地内

計画の概要

　本地区は都心に近接した臨海部に位置しており、地域の歩行者基盤の整備を図りつつ、大規模な土地
利用転換により土地の有効高度利用を図り、立地特性を生かした都心居住を推進する複合市街地を形成
する。

　あわせて、防災性の向上や恵まれた水辺環境を生かした魅力的な水際空間の創出により、水とみどりに
あふれた安全で魅力的な環境形成を図ることを目的として事業を行うものである。

約３．７ｈａ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造

階数

(A１街区)地上５８階／地下３階

高さ

(A１街区)約１９５ｍ

(A２街区)地上４５階／地下２階 (A２街区)約１６５ｍ

(A３街区)地上３階 (A３街区)約１８ｍ

(Ｂ街区)地上２９階／地下１階 (Ｂ街区)約１０６ｍ



建築敷地面積

A1 約１２，０００㎡

A2 約１０，７１０㎡

A3 約１，０００㎡

B 約３，７８０㎡

都市計画決定

地区名

位置 面積 約３．９ｈａ

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道路 １２ｍ 約４２０ｍ －

歩行者通路１号 ５．５ｍ 約１４０ｍ －

歩道状空地１号 ４ｍ 約３００ｍ －

歩道状空地２号 ４ｍ 約１００ｍ －

広場 － － 約２，０００㎡

位置 面積 約３．９ｈａ

名称 幅員 延長 面積

区画道路１号 １２ｍ 約３５ｍ －

区画道路２号 ４ｍ～２２ｍ 約３６０ｍ －

歩行者通路２号 ４ｍ 約１００ｍ －

歩行者通路３号 ４ｍ 約１９０ｍ －

歩行者通路４号 ５ｍ 約９０ｍ －

緑地 － － 約１２０㎡
名
称 A1地区 A2地区 A3地区 B地区

面
積

約１．６ｈａ 約１．５ｈａ 約０．２ｈａ 約０．６ｈａ

１０分の１０７
ただし、共同住宅の用途
に供する部分の延べ面積
の敷地面積に対する割合
は、１０分の１０５以上とし

なければならない。

１０分の９５
ただし、共同住宅の用
途に供する部分の延べ
面積の敷地面積に対す
る割合は、１０分の６２

以上としなければならな
い。

１０分の２０

１０分の９９
ただし、共同住宅の
用途に供する部分の
延べ面積の敷地面積
に対する割合は、１０
分の９７以上としなけ

ればならない。

１０分の５ １０分の４６

１，０００㎡ ３，０００㎡
建築物の敷地面積の

最低限度
５，０００㎡ ―

建築物の容積率の最
高限度

―

建築物の容積率の最
低限度

１０分の４０ ―

中央区勝どき二丁目及び勝どき四丁目各地内

地区施設の配置
及び規模

備考

道
路

拡幅

新設

建築物の建蔽率の最
高限度

１０分の６ ―

建築物等の用途の制
限

　次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項各号に掲げる店舗型
性風俗特殊営業の用に供する建築物
(2) 住戸を１０以上有する共同住宅について、住戸専用部分の床面積４０㎡以上（以下「定住型住宅」という。）の住戸の
床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１未満の建築物、又は、当該共同住宅に確保す
る定住型住宅以外の住戸の全てにおいて、それぞれの住戸の専用部分の床面積が２５㎡未満の建築物。ただし、用途
上やむを得ないものにあっては、この限りではない。

平成２６年６月１６日　中央区告示第１６３号

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

勝どき東地区

中央区勝どき二丁目及び勝どき四丁目各地内

主要な公共施設
の配置及び規模

備考

道
路

拡幅

新設（地下）
そ
の
他
公
共
空
地

新設

新設

新設

そ
の
他
公
共
空
地

新設

新設

新設

新設

地区の区分
備考

―

地区整備計画

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・勝どき駅地下連絡通路及び地下連絡通路に接続
する出入口、広場（防災広場）を整備し、駅の歩行
環境の向上及び防災性の向上を図る。
・消防署の再整備を行う。
・道路境界から壁面を後退させ、歩道状空地を整
備し、歩行者の利便性、安全性の向上を図る。
・敷地内を貫通する歩行者通路を整備し、地区内
の歩行者の回遊性の向上を図る。

―



２００㎡ ５００㎡

１９５ｍ １６５ｍ ２７ｍ １０６ｍ

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　月　日
昭和６３年

平成１９年　５月

平成２１年　５月

平成２６年　６月１６日

平成２７年１１月２０日 組合設立認可（事業計画認可）
平成２９年１１月６日 事業計画変更認可
平成３０年１月５日 事業計画変更認可
平成３０年２月２６日 権利変換計画認可
平成３０年３月７日 権利変換期日
平成３１年３月１日 建築工事着工（A１棟、A2棟、A３棟）
令和２年１月８日 事業計画変更認可
令和２年３月２５日

令和２年３月２５日

令和５年６月１５日

令和５年８月４日

５　経　緯
内　　　　　　　　　　　　　　　容

「勝どき街づくりを考える会」発足

「勝どき東地区再開発協議会」発足

「勝どき東地区市街地再開発準備組合」設立

都市計画決定（地区計画、第一種市街地再開発事業）

工事完了公告（A３棟）

権利変換計画変更認可

事業計画変更認可

平成２７年１１月２０日　東京都告示第１６６３号
平成２９年１１月６日　東京都告示第１６６９号（変更）

平成３０年１月５日　東京都告示第６号（変更）
令和２年１月８日　東京都告示第１４号（変更）

令和５年６月１５日　東京都告示第７３７号（変更）

１，８０６億円

工事完了公告（A１棟、A2棟）

建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の

制限

　建築物及び工作物の外観の形態、意匠、色彩等は、東京都景観計画に基づく景観
形成特別地区の色彩基準に適合し、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。

都市計画決定 平成２６年６月１６日　東京都告示第９０８号

４　事業計画の概要

Ａ１棟　約１２，０１５㎡
Ａ２棟　約１０，７１０㎡
Ａ３棟　約　１，０００㎡
Ｂ棟　　約　３，７８０㎡

Ａ１棟　約３６％
Ａ２棟　約４５％
Ａ３棟　約４９％
Ｂ棟　　約５６％

消防署、駐車場

駐車場

Ａ１棟　約５１０台
Ａ２棟　約４１５台
Ａ３棟　約　　７台
Ｂ棟　　約１５０台

Ｂ棟
住宅、店舗、公共公益、

駐車場、駐輪場

Ａ１棟　約１８０，８３０㎡
Ａ２棟　約１３８，１１０㎡
Ａ３棟　約　　１，１９０㎡
Ｂ棟　　約　５２，１６０㎡

Ａ１棟　約１，０７０％
Ａ２棟　約　９５０％
Ａ３棟　約　１００％
Ｂ棟　　約　９９０％

用途

Ａ１棟 住宅、公共公益、駐車場、駐輪場

住宅戸数 約３，２５０戸

Ａ３棟

建築物の建築面積の
最低限度

１，０００㎡ ―

壁面の位置の制限

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。ただし、次
の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
(1) 地下連絡通路（歩行者通路１号）に接続し、歩行者の回遊性の向上に寄与する階段、エレベーター、エスカレー
　　ター及び歩行者デッキ並びにそれらに付属する上屋
(2) 消防署附帯施設、公衆便所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
(3) 給排気施設の部分
(4) 歩行者の安全性、快適性を確保するために必要な上屋、ひさしその他これらに類するもの
(5) 区域の環境向上に貢献する施設で、パーゴラ、あずまやその他これらに類するもの

建築物等の高さの最
高限度

―

ただし、Ａ.Ｐ.＋３.２ｍからの高さとし、階段室、昇降機塔等の部分を含むものとする。

Ａ２棟
住宅、事務所、店舗、公共公益、

駐車場、駐輪場



６　位置図

７　区域図



９　完成予想図

８　配置図

Ａ１棟 Ｂ棟Ａ２棟

 

地下鉄 
出入口 

Ａ１棟 

Ａ３棟 
(消防署) 

Ａ２棟 

Ｂ棟 


